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午前９時２５分開会 

○委員長（米田 達也） すみません、定刻より少し

早いですけれども、おそろいになられましたので、

ただいまから防災対策調査特別委員会を開会いた

します。 

 皆様、おはようございます。本委員での今期最後

の防災対策調査特別委員会となりました。何事もな

く１年過ごせればよかったんですけれども、元旦

早々に発災いたしました能登半島地震での対応、今

後においての大きな課題を残したということで、当

局の皆様におかれましては、今後とも課題として引

き継いでいただくことになるかと思うんですけれ

ども、一旦、今会期の防災としては今日で最後にな

りますので、引き続き市政推進のために、当局の皆

様におかれましては今後ますます尽力いただけた

らと願っております。甚だ簡単ではございますけど

も、挨拶とさせていただきます。 

 それでは、３番の協議事項に入ります。 

 津波避難対策の進捗状況について、今、配信いた

しました。 

 まず、１番、津波避難対策の進捗状況についてを

議題といたします。 

 それでは、危機管理課から説明をお願いいたしま

す。 

 木下課長。 

○危機管理課長（木下 喜晴） データのほうでお送

りをさせていただいている分でございます。津波避

難対策の進捗状況についてということでさせてい

ただいております。今日、お手元のほうにその基に

なっております、津波避難行動に対する報告書のほ

うもおつけをさせていただいております。こちらに

つきましては、２月に実施しました市民津波避難ア

ンケートを基に、市民の津波避難行動についての検

証を行っていただいき、その中で、１８の提言をい

ただいております。今回の委員会の資料では、この

１８の提言につきましてのこれまでの取組ですと

か、これから行うべきことなどを報告させていただ

きたいと思っております。その提言につきましては、

こちらの報告書のほうを見ていただきまして、この

データが基になってこういう提言が出とるんだと

いうのもちょっと見ていただきながら進めていけ

たらなと思っておりますので、よろしくお願いしま

す。 

 では、データのほうでお送りをしております資料

のほうで進めさせていただきたいと思います。 

 まず、施策提言を１８、いただいとる中で、施策

の１番といたしまして、津波ハザードマップの再配

布を含めて、津波ハザードマップの周知を図るとい

うことを提言をいただいとるところでございます。

こちらにつきましては、アンケートで、自宅が浸水

想定区域なのかどうなのかというのをお尋ねした

ところ、その回答の中で、避難指示の対象区域に住

んでおられながら、その浸水想定区域なのかどうな

のか分からないというお答えをされた方が、港地区

で２２％、竹野地区で２８％あったということで、

マップの認知が進んでいないというふうなことを

報告書のほうで指摘を受けておるところでござい

ます。 

 一方、津波の想定区域ではないにもかかわらず、

我が家は津波の想定区域だとお答えになられた方、

城崎のほうで２１％、竹野での２４％あったという

ところで、いずれにいたしましても、報告書のほう

でマップの認知が進んでいない、避難の必要のない

方が避難をしておるといったようなことで、不要な

避難につながったのではないかという指摘があり

ました。 

 その提言といたしまして、施策の１番であります、

津波のハザードマップの再配布、津波ハザードマッ

プの周知といったことをいただいております。その

対策といたしまして、７月の２５日、港地区、城崎

地域、竹野地区の各区に津波ハザードマップを、区

内回覧でございますが、周知のほうを図るために回

覧をしておるところでございます。この後、９月２

５日になりますが、港地区、城崎地域、竹野地区の

全戸に津波ハザードマップのほうを再配布いたし

ます。津波の浸水想定区域ですとか、津波の浸水の

深さなどを改めて周知をします。あわせまして、マ

ップの裏面には、津波の特性ですとか、非常用持ち
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出し袋の準備などを記載した啓発記事のほうも載

せるということで、ただいま準備をしておるところ

でございます。 

 施策の２番として提言をいただいておりますの

が、１０分以内に避難できる津波避難場所を確認す

る機会として、地域での津波避難訓練の実施という

ふうにいただいております。こちらにつきましては、

アンケートのほうで、避難指示の対象の区域の方で

も安全な避難場所まで１０分以上かかるとお答え

いただいた方が２５％程度あったことから、津波避

難場所の再検討の必要性があるというふうな指摘

もいただいております。そのようなことで、提言の

ほうで、１０分以内に避難できる津波避難場所を確

認する機会として、地域での津波避難訓練を実施と

いうことをいただいております。 

 その対応といたしまして、１１月５日、この日が

兵庫県の津波一斉避難訓練が行われます。それに合

わせまして、各家庭で津波の避難訓練を実施してい

ただくことをお願いする内容で、市の広報ですとか

区内回覧、防災行政無線のほうで依頼をさせていた

だきます。また、今後の対応としまして、各区にぜ

ひ取組をお願いしたいというところで、１０分以内

に避難が難しい家庭の調査というのをぜひ行って

いただきたいというふうなことを考えておるとこ

ろでございます。また、その取組の一つといたしま

して、津波の避難場所まで何分かかるかを確認する

ための津波逃げ地図というものを作成するような

内容の出前講座を、追加をしたいというふうに考え

ておるところでございます。 

 いただきました施策の３番目のございます。緊急

地震速報の通知から残された数十秒で命を守る安

全確保行動の重要性を伝える必要があるというふ

うにいただきました。これにつきましては、アンケ

ートのほうで、緊急地震速報を見聞きした後に、安

全確保行動、まず低く頭を守り動かないといった、

いわゆるシェイクアウトの行動を取らなかった方

が６０％ということで、ほとんどの方が安全確保行

動を取らなかったということが見えてまいりまし

た。また、安全確保行動を取らなかった理由といた

しまして、安全確保行動をする必要がないというお

答えをいただいた方が６４％ということでござい

ました。これまで市民総参加訓練で安全確保行動を

取ってくださいというふうな啓発をしておりまし

たが、浸透していないんだなということが分かりま

した。そのため、提言といたしまして、先ほど説明

しましたとおり、施策の３といたしまして、緊急地

震速報の通知から残された数十秒で命を守る安全

確保行動の重要性を伝える必要があるというふう

にいただいております。 

 その取組といたしまして、出前講座、市のホーム

ページ等で緊急地震速報の意味、震度４以上の地震

が来るんだでということ、緊急地震速報を知った後

に、残された数十秒で取るべき命を守る安全確保行

動について啓発を行うこととしております。 

 施策の４番目です。自宅でのシェイクアウト、安

全確保行動の訓練は、学校で正しい防災教育を受け

た子・孫の正しい安全確保行動を参考にして行うこ

とを啓発というふうにいただいております。こちら

につきましては、アンケートのほうで、安全確保行

動を取った年代別の結果を見ますと、３０代の方の

実施率がほかの年代に比べて高い傾向が見えまし

た。３０代の方といいますのが、阪神・淡路大震災

から３０年、その間、学校で正しい防災教育を受け

た世代が正しい安全確保行動ができたというふう

に考えております。また、緊急地震速報を聞いた小

学生の子どもさんが、家族に安全確保行動を取るよ

うに忠告したといった事例もお聞きをしておりま

す。そのようなことから、施策４番の提言をいただ

いとるというところでございます。 

 その対応といたしまして、出前講座を通じまして、

シェイクアウトの正しい周知を行います。また、小

学生、子ども、孫を参考にした取組につきましては、

先進事例などを研究いたしまして、より効果的な啓

発の手法を研究していきたいというふうに考えて

おるところでございます。 

 続きまして、施策の５番目としていただいており

ます、津波警報発表後、早急に防災行政無線放送を

実施するために、消防本部からの避難指示放送を行
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うということをいただいております。こちらにつき

ましては、津波警報を見聞きした媒体といたしまし

て、テレビに続いて、防災行政無線とお答えいただ

いた方が多かったことから、防災行政無線による周

知は効果が高いというふうに考えております。その

ことから提言をいただいたものでございます。 

 その対応といたしまして、避難指示の放送を２４

時間勤務をしております消防本部で行うこととし

ております。また、より即時に避難指示の放送を行

うために、消防指令台のシステム改修も予定をして

おるところでございます。 

 施策の６番目です。家族、知人・友人などからの

呼びかけも重要な情報源となる。津波被害のないエ

リアから避難を呼びかける連絡を入れてもらうた

め、津波警報による避難指示の防災行政無線放送は

豊岡市全域に行うというふうにいただいておりま

す。津波警報を見聞きした情報源として、家族、知

人・友人、周囲にいた人から直接の口伝えや連絡と

答えた方、２割程度ありました。家族、知人の直接

の口伝えというのが有効な情報源だということを

踏まえまして、施策６番の提言をいただいておりま

す。 

 その対策といたしまして、消防指令台システム改

修を予定しておりますが、システム改修後は、津波

警報に伴う避難指示を全市一括で放送することと

します。津波に伴う避難指示の放送を全市に行う理

由、これは、先ほど来、申しておりますが、親族、

知人からの避難の呼びかけに効果があることを市

民の方に啓発し、理解をいただくこととしておりま

して、知人への避難の呼びかけにつなげたいという

ふうに考えております。 

 一方、混乱を避けるために、避難指示区域に行か

ないことも併せて啓発をすることが必要だと考え

ております。 

 施策の７番目です。率先避難者の行動が周囲の人

の避難を促すことから、率先避難の啓発といただい

ております。実際に津波から避難をされた避難をし

たきっかけといたしまして、周囲の人からの呼びか

けが１５％、これよりも周囲にいた人の避難を見て

とお答えいただいた方が２６％ということで、周り

の人の避難を見て避難をされたといった方が多い

結果でございました。そのことから、施策の７番、

率先避難ということをいただいております。 

 その対策といたしまして、出前講座の機会や市広

報などを通じまして、率先避難が周りの人の避難行

動につながることの啓発を行いたいと考えており

ます。そのために有効な先進事例などを研究いたし

まして、より効果的な啓発手法の研究を行うことと

しております。 

 施策の８番目です。津波避難の必要のある区域と

必要のない区域を周知というふうにいただきまし

た。こちらにつきましては、津波警報を見聞きして

避難しようと思ったかというアンケートの問いに

対しまして、避難指示の区域では８割の方が避難を

連想していた一方で、避難指示の区域ではない城崎

地域の方も３割の方が避難を考えたということか

ら、施策の８番といたしまして、津波の避難の必要

のある区域、必要のない区域を周知するといただい

たところでございます。 

 その対策対応といたしまして、７月２５日、港地

区、城崎地域、竹野地区の各区に、避難指示の対象

区となる区を区内回覧のほうで周知を行ったとこ

ろでございます。あわせて、出前講座等でも周知の

ほうを進めておるところでございます。 

 続きまして、施策の９番目になります。津波警報

で想定される被害を認識してもらい、避難行動につ

ながるよう啓発といただきました。こちらにつきま

しては、アンケートでは、必ず津波が来ると思った

人の６１％が、避難しなければ危険というふうに答

えておられます。津波が必ず来ると思えば避難につ

ながるということから、津波警報が発表されれば必

ず津波が来るというふうに思っていただくことが

避難につながるということが分かっております。そ

のことから、施策の９番の提言をいただいておりま

す。 

 その対応といたしまして、津波警報が出れば、津

波が必ず来ることを認識してもらえるように、出前

講座のほうで啓発をすること、また津波からの避難
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に時間が短いこと、３０センチの浸水でも人は流さ

れることなどを啓発いたしまして、津波からの避難

につなげてまいりたいと考えております。 

 施策の１０番目です。津波からの避難を後押しす

るために、津波警報が発表されれば避難指示を発令

するといただきました。津波からの避難をしなかっ

た理由といたしまして、市からの避難指示がなかっ

たと答えた方が１２％もありました。そのことから、

提言としていただいたところでございます。 

 その対策といたしまして、津波警報が出れば避難

指示を発令するということを決定しまして、７月２

５日、港地区、城崎地域、竹野地区の各区に区内回

覧でその旨を周知しております。あわせて、出前講

座でも周知を行っておるところでございます。 

 施策の１１番目です。津波からの避難は徒歩が原

則であることを啓発といただきました。こちらにつ

きましては、津波から避難されたときの手段としま

して、アンケートのほうで、徒歩３９％、車６０％

というふうな結果が出ました。以前から、津波から

の避難というのは徒歩が原則と啓発をしておりま

したが、十分に浸透していないという状況です。車

での避難には、渋滞ですとか道路の損壊、瓦礫やマ

ンホールの浮き上がりによる道路上の支障物など

によって避難が間に合わないことがあるというこ

とを理解していただき、提言にある徒歩での避難が

原則であることの啓発に努めたいと思っておりま

す。 

 取組といたしまして、７月２５日の区内回覧で、

徒歩避難が原則であることを周知しております。車

での避難のリスク、これを出前講座でも周知を行っ

ていきたいと思っております。 

 一方で、遠方での地震、今回の能登半島地震のよ

うに、津波の到達までに猶予がある場合の避難の考

え方、こちらについては、先進事例を参考にしまし

て、地域とともに研究いたしまして、地域での合意

形成に努めることも検討をしておるところでござ

います。 

 施策の１２番目です。避難時に自動車利用を可能

とする者の設定と、地域における合意形成といただ

きました。これにつきましては、車でしか避難をす

る術のない方、寝たきりの家族がおられる方等でご

ざいますが、その方については、施策１２のとおり、

車、自動車利用を可能とするものといったことで検

討することも必要ではないかというふうにいただ

いたところでございます。 

 その対策といたしまして、アンケートのほうで、

避難ができなかった方の理由として、自力で歩くの

が困難っていう方が４５％あり、車でないと避難で

きない方への車での避難の考え方、先進事例を参考

にして、地域とともに同じく研究をさせていただき

まして、地域のほうでの合意形成に努めたいと考え

ております。 

 続きまして、施策の１３番目です。津波警報発表

中は避難指示を継続して発令するといただいてお

ります。こちらにつきましては、能登半島地震に伴

う津波警報につきましては、２日の零時１５分まで

津波警報が発表されておりました。その状態でした

が、実際に避難をやめたとお答えいただいた方、１

８時台に避難をやめた方が４割、１９時台に避難を

やめた方が３割というふうな状況でした。それに対

しまして、施策の１３から１６までの提言をいただ

いておるところでございます。 

 施策の１３では、津波警報発表中は避難指示を継

続して発令するというふうにいただいておるとこ

ろでございまして、その対策といたしまして、７月

２５日の区内回覧で、津波警報発表中は避難指示を

継続することを周知しております。そのためには、

長時間屋外での避難に耐えられる物品を入れた非

常用持ち出し袋の整備、こちらのほうをお願いした

いと考えておりまして、９月２５日に配布をいたし

ます津波ハザードマップの裏面に記載をし、啓発を

進めていきたいと考えております。 

 施策の１４では、津波警報が解除されるまで安全

な場所で避難を続けることを啓発とされておりま

す。 

 その対策といたしまして、津波の特性の周知、津

波の特性といたしましては、津波は繰り返し襲って

くること、第１波よりも後続の津波のほうが大きい
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ことがあること、引き波から始まる現象ではないこ

とといったようなことを周知、理解をいただいた上

で、津波警報解除まで避難を続けることを啓発して

いきたいと考えております。 

 施策の１５番目です。津波警報継続中には新たな

情報がないことも情報発信することを検討すると

いただきました。アンケートの中で、市からの情報

がなかったという記述が見られました。施策１５と

して、情報発信についていただいているところでご

ざいます。 

 その対策といたしまして、津波の推移に応じた効

果的な情報発信のあり方を検討しておりました気

象庁の「長時間継続する津波に関する情報提供のあ

り方検討会」の報告などを参考にいたしまして、効

果的な情報発信についての検討を行うこととして

おるところでございます。 

 続きまして、施策の１６番目です。市民自らが情

報収集するために、市公式ＬＩＮＥやひょうご防災

ネットへの登録を呼びかけるといただいておりま

す。市民に情報を伝える手段といたしまして、この

ような提言をいただいたとこでございます。 

 これにつきましては、出前講座や防災行政無線の

放送を通じまして、市公式ＬＩＮＥやひょうご防災

ネットへの登録を呼びかけるとともに、市民自らが

災害情報を入手できるサイトの情報などの啓発も

続けていきたいと思っております。 

 施策の１７番目です。津波に備えて家庭で取り組

むことを啓発、特に非常用持ち出し袋の整備と冬場

の避難時の低体温対策などを考慮した、季節ごとに

持ち出し品を変える必要があることを理解、実践を

してもらうというふうにいただきました。アンケー

トのほうで、能登半島地震が発生するまでに行って

いた地震、津波の備えということを複数項目選択肢

を上げてお尋ねをしましたが、５０％を超えた取組

といたしましては、津波避難訓練への参加だけで、

それでも決して高い率ではない状況でした。地震、

津波への備えはできていない状態だということを

報告書のほうでは指摘も受けているところでござ

います。その対策といたしまして、今回、施策１７

の提言をいただいたところでございます。 

 その対策といたしまして、出前講座での周知を行

っていること、また、９月２５日に配布します津波

ハザードマップの啓発記事のほうにもこの内容を

掲載したもので啓発を図っていきたいと考えてお

ります。 

 施策の１８番目です。津波に関する正しい情報を

理解し、津波から命を守るために何をするのか、市

民自らが考える機会の提供ということでいただき

ました。こちらにつきましては、能登半島地震と地

震に伴う津波警報への対応を受けまして、今後の津

波対策として教訓にすべきことについて、アンケー

トで複数の選択肢を提示して回答をお願いしまし

た。いずれの選択肢も教訓となる事例でありました

が、最も多かった回答で、避難場所や避難経路を家

族で話し合うが５０％、ハザードマップで津波危険

度を確認が４８％、津波警報以上ですぐに避難が４

７％といったような状況で、市民の理解が進んでい

ないということを報告書でもいただいておるとこ

ろでございます。そういうことから、施策１８とい

うことでいただいております。 

 その対策といたしまして、出前講座では、津波に

関する正しい情報を市民に啓発をしてまいります。

また、１１月５日に行われます兵庫県の津波避難訓

練などの訓練の機会を通じまして、津波からの避難

行動を行っていただき、個人、家庭での津波避難に

関する課題を把握していただき、改善に努めること、

また、個人、家族での改善が難しい課題については、

地域での課題解決の方法を検討するということを

考えておるところでございます。 

 今回のアンケートや提言で木村教授からいただ

きました中では、正しく知り、正しく恐れるという

ことができていないという状況だというふうにい

ただいております。同じような津波の災害が起これ

ば、混乱が起こり、亡くなる方も出るだろう。正し

く知り、しっかり対策取ることを考えていかなくて

はいけないというふうにいただいております。危機

管理課でもそのようなことをしっかり踏まえ、啓発

を進めていき、対策が取れるようなことを考えてい
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きたいと思っております。 

 説明は以上です。 

○委員長（米田 達也） 説明が終わりました。 

 質問等はございませんか。 

 小森委員。 

○委員（小森 弘詞） ありがとうございました。研

究結果と大学側からの提言の踏まえての施策変更

点、多々あろうかと思いますけども、アンケート結

果に基づいて、かつ大学の提言によって変更すると

いうのは一つ重要かとは思うんですけども、当の対

象者となる地域住民の方の意見の反映っていうの

はどのように図られましたでしょうか。 

○委員長（米田 達也） 木下課長。 

○危機管理課長（木下 喜晴） 地域住民の意見とい

うのがアンケートにあるものだというとこでまず

進めさせていただきました。７月には提言が出る前

でしたけども、出前講座を港地区でさせていただき

まして、直接お話をお伺いさせていただいたりとい

うことで、さらにブラッシュアップができるように

は努めておるところでございます。 

○委員（小森 弘詞） 分かりました。 

○委員長（米田 達也） ほかにございませんか。 

 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 施策の２で、１０分以内に避

難できる津波避難場所を確認するということと、そ

れに引き続いて、各区依頼ということで、１０分以

内の避難が難しい家庭の調査ということで上げて

おられますけれども、これについて、城崎、竹野、

津居山、１０分なかなかできにくい人が多いんだろ

うなという気がしております、割合は全く分かりま

せんけれども。それで、特に、何ていいますか、自

宅でいらっしゃる方で動けない人も大分あるよう

な気もするし、１０分なんてすぐだからね。例えば

家族があったとしても、その家族が家に住んでおら

れるとは限りませんので、例えば職域がすぐ近くで

あっても、１０分はすぐだからね。だから、そうい

うことをどういう形で本当にこれ調査をされる気

持ちで書かれてるのかなということを思っており

ますけども。 

 例えば、何ていうかな、年寄りの人で、年寄りと

いうか、私も年寄りだけど、ベッドにいらっしゃる

方で動きにくい人なんかいたら、もうどないしよう

もない状態になっちゃうし、そこまで地域行政と地

域住民が本当にこういうときにできるのかと思っ

たりもするんで、相当ここは気合入れていかんと。

それと、それに脈絡いうんか、連続するんだけれど

も、車での移動のことも、これについても、車に乗

せるまでの時間もすぐだからね。ベッドから連れて

いって、車に乗せるというのは、こんなもん５分や

１０分すぐたってしまうんで、相当シビアに見てい

かないと、津波から避難するということは大変なん

だろうなということで、徒歩が原則ということで書

いておられますけれども、徒歩の原則いうても、こ

れは７０ぐらいまでの人が、８０でも徒歩の人もあ

るけれども、もう８０過ぎてかなり動きにくい人も

たくさんいらっしゃるという気がするので、その辺

のことは行政だけでどうできるものではないかも

しれませんけども、その辺が必要なんだろうなと思

って、これを見させていただいたということですけ

ど、その辺りについてはどのように考えておられま

すか。 

○委員長（米田 達也） 木下課長。 

○危機管理課長（木下 喜晴） おっしゃるとおりで

ございまして、我々もどうすべきかというとこが正

直分からないとこがあります。 

 一方で、自分の家のハザード、危険度をしっかり

理解をしていただくということも大事なのかなと

思っております。１０分で避難ができない場合であ

れば、もう覚悟を決めてもらうというのも、その時

点でしてもらわなくては正直ならないことだと思

っておりますので、そこはまず正しく知っていただ

く、それで取り得る対策というのを、考えれるもの

があれば一緒に取り組んでいきたいというふうに

考えております。 

○委員長（米田 達也） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） それで覚悟を決めることは、

多分おばあちゃんやおじいちゃんも覚悟を決めら

れると思うんだけれども、いざとなったら。 
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 それともう一つ、施策４で上げておられますシェ

イクアウト訓練は、学校で正しい防災教育を受けた

子・孫の正しい安全確保行動を参考にというふうに

書かれてますけども、これも、これ書いてあります

けれども、ともかく三世代同居、二世代同居、非常

に少ないんで、特に周辺地になればなるほど、おじ

いちゃん、おばあちゃんだけで住んでるとか、孫が

同居してない家もとっても多いような気がするん

で、この辺も書いてるだけというんじゃなくて、具

体的にこれ以外のことをどうするかっていうこと

を考えていかんと問題なんだろうなと思ったりし

て読ませていただきました。 

 これについてもまた意見がありましたら。 

○委員長（米田 達也） 木下課長。 

○危機管理課長（木下 喜晴） おっしゃるとおりで

ございます。家庭でだけではなくて、先進事例なん

かでうまく地域でそういう活動をされてるとこが

ないかというのを調べていきたいと思ってます。例

えば津波避難訓練のときに、小学生を参考にして、

実際こういう行動をするんだでということを、例え

ば区の公民館でやっていただくとかっていうふう

な形も一つなのかなというふうに思っております

ので、そういう取組も進めていけたらな、家庭だけ

ではなく、地域でという考え方でも思っております。 

○委員（福田 嗣久） よろしくお願いします。 

○委員長（米田 達也） 木谷委員。 

○委員（木谷 敏勝） この委員会でもちょっと発言

したんですけども、避難行動してくれということ、

避難して、この前聞いたとき、金波楼さんとか、そ

れから、三原地区の人でも、当日、みんなご協力い

ただき、避難された方にトイレを貸してあげたり、

避難しなさいというこの行動マップもいいんです

けど、受入先のとこ、そういうとこにもやっぱり、

市のほうからも、こうなった場合はこうしてくださ

いとか、そういうことはその後されていたんでしょ

うかね。 

○委員長（米田 達也） 木下課長。 

○危機管理課長（木下 喜晴） 前回の委員会でもご

指摘のほう受けまして、実際に休暇村のほうにも行

かせていただきまして、お話もさせていただきまし

た。金波楼さんにも行かせていただいて、また、こ

の後じっくりお話もさせていただく機会をつくっ

ていただくということで、今後の市でできること、

ご協力いただけることといったようなことで詰め

ていきたいというふうに考えております。 

○委員（木谷 敏勝） しっかり取り組んでもらわな

ね、避難しなさいいうだけで、あれじゃなっていう

ことがないように取り組んでください。 

○委員長（米田 達也） よろしいですか。 

○委員（木谷 敏勝） はい。 

○委員長（米田 達也） ほかにございませんか。 

 それでは、ないようですので、津波避難対策の進

捗状況についてはこの程度でとどめておきたいと

思います。 

 次、２番、新型コロナワクチン秋冬定期接種につ

いてを議題といたします。 

 健康増進課、説明をお願いいたします。 

 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） それでは、ワクチン

接種関係の資料をご覧いただきたいと思います。 

 まず１つ目、接種の目的です。新型コロナウイル

スワクチンについては、令和５年度までは特例臨時

接種として自己負担なしの接種でありましたが、新

型コロナウイルスが５類感染症になった令和６年

度以降、今年度以降については、主に個人の発病、

または重症化予防のためのＢ類疾病の定期予防接

種として、有料で秋冬に接種を実施するということ

になってます。 

 注釈として、Ｂ類疾病ということで、接種を受け

る法律上の義務はありません。ですので、市として

も接種勧奨は行わないということにしております。 

 次に、２の定期接種です。（１）の対象者のアで

す。６５歳以上の高齢者になります。イとして、一

定の基礎疾患を有する６０歳から６４歳までの方。

一定の基礎疾患とはということで、米印で注釈を入

れておりますので、またご覧いただきたいと思いま

すが、臨時接種のときは、接種推進の観点から、ど

ちらかといえば、幅広い運用がされてましたが、定
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期接種では限定されているというような状況です。 

 次に、（２）の接種の見込み人数、率です。接種

人数としては８，０４０人で、約３０％を見込んで

おります。内訳として、医療機関で８，０００人、

施設等で２，０００人、市外で４０人というふうに

予想しておりますが、何せ定期接種で有料化になっ

てからが今回初めてですので、なかなか現時点では

接種率等は読めないなというふうに考えておりま

す。 

 （３）として、接種時期です。２０２４年１０月

１日から２０２５年の２月の２８日を豊岡市とし

ては予定しております。この期間については、国の

指針で、１０月１日から翌年の３月３１日までの間

で各自治体が設定するというふうになっておりま

す。 

 （４）接種回数は１回です。 

 （５）の接種場所については、原則として市内の

３６の協力医療機関になります。このうち、一般的

に周知の了解を得られているのが１９の医療機関、

それから、周知はしないけども、かかりつけの患者

さんには接種しますということでいただいてるの

が１７、合わせて３６になります。 

 次に、（６）の使用ワクチンです。接種時期に承

認されているワクチンを使用しますけども、どのワ

クチンを使用されるかは医療機関の判断になりま

す。現時点では５種類承認されている状況です。 

 （７）の接種費用です。自己負担については３，

４００円、ただし市民税非課税世帯、それから生活

保護世帯については無料としております。 

 （８）は、健康被害の救済制度です。予防接種法

に基づき、Ｂ類疾病の枠組みで救済制度があります。 

 次に、３、予算になります。（１）が補正予算の

トータルとしては１億６４７万２，０００円となっ

ておりまして、やはりウの委託料が一番大きな金額

になります。エの扶助費は、市外で接種された方の

償還分の予算になります。 

 次に、４の定期接種の流れです。（１）として、

まずは協力医療機関に予防接種の予約を行うとい

うことで、これについては本人さんにしてもらうと

いうことになりまして、市から接種券や予診票の発

行はないですし、接種日時や場所の指定もありませ

ん。 

 （２）として、協力医療機関で予約日に接種する

ということで、その日の体調と先生の問診を受けて

いただきまして、オーケーであれば予防接種を行う

という流れになります。 

 説明は以上です。 

○委員長（米田 達也） 説明は終わりました。質問

等はございませんか。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） ２つお尋ねします。 

 一つは、接種見込み人数のとこの８，０４０人と

いいながら、括弧書きの数でいくと１万人にならへ

んのかなと思うんだけど、違うのかなというのが一

つと、それともう一つは、接種ワクチンの関係なん

ですが、５種類が認可されてると。この５種類の中

に、これまでの接種してきたワクチンとは違って、

何ちゅうんか、ワクチンそのものが全く違う、世界

で日本だけが認可をされてるワクチンが１種類あ

るようですね。それも５種類に入っているのかどう

かっていうことをまず聞かせてください。 

○委員長（米田 達也） 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 申し訳ございません、

６，０００人と、２，０００人と４０人です。申し

訳ございません、訂正をお願いしたいと思います。 

○委員（村岡 峰男） これは６，０００人だな、８，

０００人じゃなくて。 

○健康増進課長（宮本 和幸） トータルで８，０４

０人、申し訳ございません。 

 それともう一つは、ワクチンの種類です。５種類

の中に新しいのが入ってるかということで、それは

入っております。 

○委員（村岡 峰男） おります。 

○健康増進課長（宮本 和幸） はい。 

○委員長（米田 達也） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 私も詳しくは知っとるわけじ

ゃないんですが、その新しく認可された中に、これ

までの抗体ができるだとか、抗体どうのとかいうワ
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クチンとしての働き方っていうんかな、効能という

んか、とは全く違う、どうも遺伝子に働きかけて何

か抗体をつくっていくっていうような、全く違うの

が一つ入っているらしいですね。これが世界で何か

日本だけが認可をしとるということから、非常に不

安があると。こういうものをこの５種類に入れない

でほしいっていう声もあるようなんですけども、そ

れはお聞きになっとる。 

○委員長（米田 達也） 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 入れないでほしいど

うこうっていうのは、ちょっとこちらのほうでは把

握はしておりませんが、いずれにしても、まず承認

するのは国になります。実際この５種類のうち、何

を使われるかっていうのは医療機関の判断になり

ます。今、こちらで考えているのは、多分一番扱い

やすい、しかも接種の履歴が多いファイザーが一番

多いのではないかとは考えておりますが、実際この

新しいワクチンを使われるかどうかっていうのは

医療機関になりますし、もし接種が嫌ならそれはや

めてほしいということで、医療機関との相談になる

のかなと思います。以上です。 

○委員長（米田 達也） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 大体分かりました。ただ、医

療機関はそういうワクチンだっていうのは既によ

くご存じだと思うんですが、市民、国民の側は知り

ませんから、ぜひ医療機関でそのワクチンをもし接

種しようとするなら、患者っちゅうんか、接種をす

る人にきっちりとした説明をまずしてから、それで

もしますかということまでやっぱりやる必要があ

るんじゃないかなということを思います。何せ、世

界で日本だけが認可っていうのはちょっと恐ろし

いですね。だから、どうも日本だけが、そういうこ

とを言う人の中には、日本がモルモットになるっち

ゅうような、世界で、ということまで言う人もある

ようですので、そこら辺は、そういう声もあるよと

いうことを紹介をしておきたいと。使うなとは言え

ませんから、承認は、言われたように、国が認可を

したことですから、ということを意見として申し上

げておきます。そういう声があったという紹介でい

いです、紹介程度に聞いてもらって。 

○委員長（米田 達也） ほかにございませんか。 

 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） ちなみに、５種類っちゅうの

が気になっとったんですけど、さっきおっしゃった

ファイザー、アストラゼネカ、あとは３種はどうい

う名称なんですか。 

○委員長（米田 達也） 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） ５種類ですけども、

ファイザー社のコミナティと、モデルナ・ジャパン

株式会社のスパイクバックス、それから第一三共株

式会社のダイチロナ、それから武田薬品工業株式会

社のヌバキソビッド、それからＭｅｉｊｉ Ｓｅｉ

ｋａファルマ株式会社のコスタイベ、このコスタイ

ベが今までじゃない、ちょっと新しいタイプのワク

チンになります。以上です。 

○委員（福田 嗣久） 分かりました。接種される人

の選択になるというね、ちょっと聞かせてもらった

んですが、はい。 

○委員長（米田 達也） ほかにございませんか。 

 小森委員。 

○委員（小森 弘詞） 村岡委員の指摘にもあったん

ですけども、このワクチン自体が多く不安感をあお

るような報道があったり、接種を希望される側にも

考えたいなというところもあったり、コロナウイル

ス自体というか、コロナ感染症自体が２類から外れ

てから普通の風邪のような世間的な扱いがある中

で、この定期接種の件は、接種勧奨は行わないとい

うふうに書かれてますけども、どの程度の内容を市

民にお伝えをされる予定なんですかね。 

○委員長（米田 達也） 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 定期接種になりまし

たので、全くお知らせしないっていうことはよろし

くないので、今月の２５日号の広報でまずは周知し

たいと思ってます。それは、今ここに記載してる期

間だとか、金額だとか、あとはどこで受けることが

できるかという医療機関と対象者、あとは申込方法

等を周知しようと考えております。以上です。 

○委員長（米田 達也） 小森委員。 



 10 

○委員（小森 弘詞） じゃあ、あくまでも接種を希

望される方と医療機関の相談で打つ、打たない、ど

れを打つっていうのはお任せしますよというよう

な、インフルエンザと同じような扱いの周知をされ

るという理解でいいですか。 

○委員長（米田 達也） 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） おっしゃるとおりで

す。インフルエンザと新型コロナウイルス感染予防

接種ということで、両方並べてしますので、同じよ

うな周知になります。以上です。 

○委員長（米田 達也） 小森委員。 

○委員（小森 弘詞） 分かりました。不安もあると

思いますので、もし住民からの相談とかあれば、ま

た適切なご対応をお願いをいたします。以上です。 

○委員長（米田 達也） ほかにございませんか。 

 では、私のほうからも、先ほど村岡委員がおっし

ゃったのと同様で、私のほうにもこの秋からの接種

ということで、レプリコンというワクチンは本当に

気をつけてほしいみたいなことを、私も反ワクチン

とかでは全くないので、エビデンスがない、まさに

おっしゃった、日本だけが承認していて、ネットで

見る情報から得ると、接種した方から抗体がどんど

ん変異をしていって、受けてない方にまで伝染する

っていうとこまでちょっと出てたりするもんで、非

常に接種を考えておられない方にとっては不安感

が大きい、またあるいは打たないご家族の方とかに

も不安を与えるもんじゃないかなっていうちょっ

と懸念がありまして、エビデンスがない中でちょっ

とそれを、既存のこれまで打たれてきた、ある程度

の安全性が担保されたものだと問題はないかと思

うんですけども、やっぱりご高齢の方っていうのは、

テレビやなんかで、ニュースで、ワクチンの接種を

っていうふうな情報が流れると、受けなあかんのだ

というふうに、ワクチンの種類どうこうよりも、ワ

クチンの接種をしないといけないっていうふうに

ちょっと認識をされてしまうんじゃないかなとも

思うところがございますので、一応市のほうとして

も注意喚起といいますか、ある程度のワクチンの種

類なんかについての周知っていうのはちょっと気

をつけていただきたいなというがあります、お願い

でございます。 

 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 市のほうからワクチ

ンの種類ごとの注意とかその辺はなかなかちょっ

と難しいんですが、今言っておられたように、予診

票とかを送ってしまうと、何か市が推奨しとるんじ

ゃないかというふうに取られますので、今回はしな

いということです。 

 先ほどから出ている、今の新しいタイプのワクチ

ンの添付資料等を見ますと、確かに１８歳以上の参

加者で８２８名を対象に評価をされているようで

す。８２８なので、これが多いか少ないかっていう

のは、なかなかこちらでは判断できないんですが。

それと、あと副反応としては、ほかのと同じような

感じで、倦怠感、それから頭痛、あと発熱っていう

のが主に出てるような形です。確かに新しいワクチ

ンなので、先ほどもありましたように、当然先生打

たれるときに、このワクチンですよと、予約された

ときに、どれを使われますかというように聞いても

らうのもいいかなとは思いますけども、打たれる前

にはしっかり説明があると思いますので、そういう

ふうに考えております。以上です。 

○委員長（米田 達也） ありがとうございました。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 今の関連で、接種の自己負担

はこちらで見ると３，４００円ですね。これは、ワ

クチンの種類によって値段が違うとか、そんなこと

はないんですか。 

○委員長（米田 達也） 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） この金額はワクチン

の種類によっての変更はありません。一律で３，４

００円になります、市内の協力医療機関の場合とい

うことになりますが。以上です。 

○委員（村岡 峰男） ワクチンはどれでも一緒。 

○委員長（米田 達也） 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） どのワクチンを接種

されても自己負担としては３，４００円になります。
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以上です。 

○委員長（米田 達也） よろしいですか。 

○委員（村岡 峰男） はい。 

○委員長（米田 達也） ほかにございませんか。 

 それでは、ないようですので、新型コロナワクチ

ン秋冬定期接種についてについては、この程度でと

どめておきたいと思います。 

 以上で当局側に説明願う協議事項は終了いたし

ました。 

 この際、委員の皆さん、当局の皆さんから何かご

発言はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（米田 達也） なければ、この件は、この

程度にとどめたいと思います。 

 以上で、当局職員の皆様はご退席いただいて結構

です。お疲れさまでした。 

 暫時休憩いたします。 

午前１０時１４分休憩 

──────────────────── 

午前１０時１６分再開 

○委員長（米田 達也） それでは、休憩前に引き続

き、委員会を再開いたします。 

 それでは、（３）委員会調査中間報告書について

を議題といたします。市議会会議規則第４５条第２

項の規定により、９月定例会の閉会日に当委員会の

調査中間報告を行いたいと思います。ご異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（米田 達也） 異議がありませんので、調

査中間報告を行うことに決定しました。 

 それでは、委員の皆さんには委員会調査中間報告

書（案）を事前にお示しいたしましたので、お目通

しいただいているものと思います。 

 改めて、再度、委員会調査中間報告書（案）をご

覧願います。 

 それでは、事務局のほうから説明願います。 

○事務局主幹（山本 雅彦） それでは、委員会調査

中間報告書（案）のほうをご覧ください。去る９月

１３日付で委員の皆様には配信させていただいて

おります。ただ、ごめんなさい、報告書の４ページ、

（５）の市民（子供を含む）防災意識の向上に関す

る事項、すみません、こちらのミスで、ここの項目

が配信した時点では２０２２年度の数値になって

おりました。２０２３年度の数値に修正しまして、

すみません、昨日、改めて配信しましたので、皆様

のお手元の分は２０２３年度になっているはずで

す。申し訳ありませんでした。 

 では、すみません、内容です。では、また１ペー

ジ戻っていただいて、１の付議事件及び３の経過で

記載してますとおり、本委員会は、２０２３年１１

月１４日の臨時会において設置をされ、防災・減災

及び感染症対策等危機管理に関する調査研究活動

を行ってきました。また、重点調査事項については、

計１０項目を決定しております。 

 次に、３の委員会調査経過の項目では、今期の委

員会の開催経過を掲載しております。 

 ３ページをご覧ください。３ページからの重点調

査事項では、今期の重点調査項目として、内水処理

対策に関する事項、地震・津波対策に関する事項、

また雪害対策に関する事項、市民（子供を含む）防

災意識の向上に関する事項について記載をしてお

ります。 

 最後に、４ページには、本中間報告書のくくりと

して、市当局に向け、地域における市民への自助、

共助意識の推進、問題点などの早急な見直しや、財

政上の理由により事業化の可否を判断せず、先進事

例等を積極的に調査し、各部局の連携を密に、事業

実施に向け前向きに検討されたい旨を付し、中間報

告としております。 

 本報告書については、本日最終確認をしていただ

き、今期定例会の最終日、９月２７日にＳｉｄｅＢ

ｏｏｋｓへの配信と議場での配付をする予定とし

ております。 

 説明は以上です。 

○委員長（米田 達也） 説明は終わりました。 

 それでは、委員会調査中間報告書（案）の案文に

ついて、ご意見等がございましたら発言願います。 

 なお、先ほどの事務局の説明にありましたように、
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本報告書は今期定例会閉会日、９月２７日にＳｉｄ

ｅＢｏｏｋｓ配信及び議場配付いたします。 

 ご意見はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（米田 達也） 特に訂正、追加等がなけれ

ば、委員会調査中間報告書についてはご了承いただ

いたものとして、ＳｉｄｅＢｏｏｋｓ配信及び議場

配付いたします。 

 それでは、（４）の管外行政視察調査報告書につ

いてを議題といたします。 

 それでは、委員の皆さんには、行政視察報告書

（案）を事前に配付していましたので、お目通しを

いただいているものかと存じます。改めて配付をし

ましたので、管外行政視察調査報告書（案）をご覧

願います。 

 それでは、事務局のほうから説明願います。 

○事務局主幹（山本 雅彦） それでは、委員会管外

行政視察報告書（案）についてご説明をいたします。 

 報告書（案）をご覧ください。去る、こちらも９

月１３日付で委員の皆様に配信させていただきま

した。委員会管外行政視察調査報告書（案）ですが、

本年７月１８日に大阪府大阪市で視察を行った内

容を報告したものです。記載事項として、視察日時、

視察先、調査項目、調査内容、所管を記載しており

ます。こちらも本日、委員の皆様に最終確認をして

いただき、今期定例会最終日にＳｉｄｅＢｏｏｋｓ

に配信する予定としております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（米田 達也） 説明は終わりました。 

 それでは、管外行政視察調査報告書の案文につい

て、ご意見等がございましたらご発言願います。 

 なお、先ほどの事務局の説明にありましたように、

本報告書も今期定例会閉会日、２７日にＳｉｄｅＢ

ｏｏｋｓ配信及び議場配付いたします。 

 ご意見はございますか。よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（米田 達也） それでは、特に訂正、追加

等がなければ、管外行政視察調査報告書については

ご了承いただいたものとして、議場に配付いたしま

す。 

 それでは、次に移ります。 

 その他。その他ですが、委員の皆さん、事務局、

最後に何かございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（米田 達也） なければ、この件は、この

程度にとどめます。 

 以上で、本日の議題は全て終了いたしました。お

疲れさまでございました。ありがとうございました。 

午前１０時２３分閉会 

──────────────────── 

 


